
納めていただいた市税は、
福祉・教育・環境・まちづくりなどの施策・事業を
実施するための重要な財源となっています。

市民税って？
給与などの前年１年間の所得に応じて課されます。
できるだけ多くの方に負担していただくという
「地域社会の会費」的な性格を有しています。

救急車

川崎市立
小杉小学校

6.30金市民税・県民税（普通徴収）第1期納期限
安全・簡単・便利な市税の納付のご案内
スマートフォン決済アプリや、インターネットを利用したクレジットカード納付を、ぜひご利用ください。
詳細は川崎市ホームページをご覧ください。

川崎市税務広報 電話 044-200-2236
 FAX 044-200-3907発行：財政局市民税管理課

川崎市納税お知らせセンターについて
川崎市では、「川崎市納税お知らせセンター」から、電話で納付の呼びかけを行っています。
お問合せ先：財政局収納対策課　電話：044-200-2226　FAX：044-200-3909

川崎市から市税に関するお知らせ川崎市から市税に関するお知らせ

川崎市　市税の納付方法に関するご案内 検 索


